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久保知行さんの発表内容と感想 

 
  

私の発表は、2017年６月６日の午前中（現地時間10:45－12:15）の「長寿化とその帰結（Longevity and 

its consequences）」のパートで、遠田健さん（三菱UFJ信託銀行）とStephen Bonnarさん（カナダ）

とご一緒でした。 

 

１． 報告の構成と問題意識 

報告は、①公的年金の哲学、②公的年金に対する少子高齢化の影響、③私的年金に対する少子高齢化の

影響、④高齢化社会における年金の望ましい調整、に区分して行いました。 

問題意識として、「年金は世代間の助け合い」「私的年金は公的年金を補完するのに重要」とされていま

すが、公的年金と私的年金とでは、基本的な考え方や少子高齢化が及ぼす影響に違いがあるのではないか、

そのことを踏まえて、少子高齢化の進展に対する年金のあり方を検討する必要があるのではないか、とい

う点がありました。 

 

２． 公的年金の哲学 

上記の①について、公的年金の財政方式を「積立方式」に切り替えるべきである、という経済学者など

の主張が誤りであることを示すために、「世代間（扶養）連鎖」の考え方を整理しました。世代間連鎖は、

親が幼少期の子どもの世話をし、子どもが老齢期の親の世話をする、というもので、年金制度が創設され

る前から続く、人類の存続の基本的条件です。 

これに対し、公的年金制度は、家庭内で行われてきた世代間連鎖を社会化し、見知らぬ人を世代を超え

て扶養するという、空間と時間を超える壮大なシステムであり、２０世紀の人類の偉大な発明の一つとさ

れています。  
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図１：世代間連鎖における公的年金の機能のイメージ 

 

 

公的年金は、非常に巧妙な制度で、保険料を拠出して自身の老後に備えるという体裁をとっていますが、

それは「権利の擬制」であり、「権利の実質」は、世代間連鎖の社会化にあります。したがって、本来の公

的年金は、積立方式で運営できるものではありません。賦課方式から積立方式に移行する場合の、移行時

に「自分の親の世話と自分の老後の準備をする『二重の負担』が生じる」というのも、まったくな的外れ

の議論なのです。 

もっとも、このように巧妙な制度であるが故に、「子どもがいなくても老後は年金がある」という誤解を

生じさせることになり、年金制度がかえって少子化進展の一因になり得る、というのは皮肉なことと言え

るでしょう。 

 

３． 少子高齢化が公的年金と私的年金に及ぼす影響 

次に、先の②と③について説明しますが、その前に、本来の公的年金とは、全国民を対象とする世代間

連鎖に基づく制度である、という認識が重要です。 

この観点から、公的年金の起源ともされることの多い職域年金は、強制的で政府が管理するものであっ

ても、本来の公的年金として考えることは、適切ではありません。日本の制度では、基礎年金は本来の公

的年金ですが、厚生年金は強制的な企業年金としてとらえる必要があるでしょう。日本の年金を巡る議論

の混迷の一因は、この区別ができていないことにあると思います。 

少子化は、公的年金は直撃しますが、全国民を対象としない私的年金には、直接には影響しません。一

方、高齢化は、公的年金にも私的年金にも影響します。幼少期への所得分配を考える必要のない私的年金
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は、結局のところ、現役期の所得を現役期の消費と引退後の消費にどのように振り分けるのか、という仕

組みであるということになります。 

この私的年金では、給付建て制度から掛金建て制度への切り替えが進んでいますが、それは、長寿化の

コスト増に加え、引退した従業員のための年金に対する不透明な投資環境化での追加負担のリスクについ

て、事業主が、若い従業員や株主の理解を得ることが困難であることが理由でしょう。その観点からして、

もはや「事業主が支給する年金の時代は終焉を迎えてきている」という認識を持つ必要があると思います。 

 

４．「年金給付機構」の検討の必要性 

一方で、高齢化の進展の中で、個々人の「年金」に対する必要性は高まっています。これに対する一つ

の選択肢が、次の「年金給付機構」です。 

 

図２：「年金給付機構」の構造イメージ 

 

 

元となる引退貯蓄制度は、掛金建て（DC）でもキャッシュバランス（CB）でもよいでしょう。そうし

た制度では、一時金での受給が通常ですが、「年金給付機構」があれば、個々人で、集団によるリスク分担

という保険機能を利用して、年金給付に転換することができるのです。 

日本で広く普及している退職一時金制度は、退職するまでは給付建てです。これに税制優遇を認めれば、

DB型の引退貯蓄制度ができることとなり、事業主にとってDC型との選択が可能になるわけです。 

 

５．少子高齢社会における役割分担 

少子高齢化は、これまでの社会構造のあちこちに影響を及ぼします。これに対応するためには、次の図

３に示すように、事業主、個々人、政府のそれぞれが、役割や責任を分担する必要があるでしょう。 
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図３：高齢化社会における望ましい責任分担 

 

 

この場合の責任分担は、次のようになります。 

 

主体 責任内容 

事業主 従業員への「雇用機会」の提供 

個々人 「引退貯蓄」を活用した自助努力 

政府 国民への「老齢期の所得保障」の提供 

 

５．質疑応答 

当日の発表に対して、図３の役割分担で、対応できる個々人は、比較的裕福な人達だけではないのか、

と質問がありました。その側面は否定しませんが、図の私的年金には、日本の厚生年金も含みます。また、

事業主からの引退貯蓄への支援も期待されると思います。 

それでも、老齢期の貧困だけでなく、子どもや非正規労働者など、幼少期・現役期への対応の強化の必

要性も指摘されています。それには、Basic Incomeまでの議論が必要です。そこに到れば、公的年金制度

は役割を終えるでしょうが、高齢者の増大の現実の中で、当分の間は、公的年金の重要性は増す一方では

ないかと思います。 

また、会場のカナダの年金数理人より、カナダでは理解がなかなか得られないが、今後の目指すべき姿

は、図３の通りだと思う、とのコメントもありました。 

なお、会議の総括の場において、国際アクチュアリー会のTom Terry会長より、図１の世代間連鎖の重

要性を再認識したという点と、高齢者の就労意欲の高い日本は、少子高齢化への対応で一歩先を行ってい

る感じであり、今回の日本からの参加者の報告は、非常に良いものだったとのコメントがありました。 

 

以 上 

 


